
個別事業名 事業内容 計画 実績 反省点・改善事項

総合相談支援業
務

高齢者本人や家族、地域のネットワーク等を通じた様々な相
談をうけて、3職種が情報を共有し、寄せられた多様な相談の
内容や実態把握をもとに、専門性、継続性、または緊急性が
あるかどうかの判断を行い、相談内容に即したサービスや制
度に関する情報提供や関係機関への紹介などにより、自ら解
決できるように支援を行います。また、継続的、専門的な相談
が必要な場合は支援計画を作成し、適切なサービスや制度
につなぐなど継続的な支援を行います。

・高齢者の権利擁護等に関する総合相談の実施
・介護保険、医療機関や各種相談機関との有機的
な連携
・職種間での情報共有とミーティング、協働による相
談対応能力の向上

総合相談件数
延：2889件
実：506件

総合相談については、3職種連携し
て対応しているが、相談が重なって
くると3職種で情報共有に至らず、
対応に追われていた状況もあり、
今後はPCやミーティングを有効利
用して情報共有に努め、さらに適
切な対応を心がけていきます。

ネットワークの構
築

担当地域の関係者と信頼の置ける関係を作り、情報・
相談が寄せられやすい、身近な地域包括支援センター
に努めます。支援を必要とする高齢者を早期に見出
し、適切な支援につなぐとともに、継続的な見守りや更
なる問題の発生の防止に努めます。

・パンフレット、チラシ作成・配布によるＰＲ活動の実
施
・担当地域へ出向いて実態把握を行う中で、相談を
受け易い体制づくりをつくる

・チラシを作成し民協の定例
会議や出前講座などでの周
知
・民生委員や関係機関から
の情報により虐待ケースや
困難ケースの把握ができた。

少しづつ直接相談がくるようになっ
てきており、今後も継続して周知啓
発に努めていきます。

高齢者虐待の相
談対応

ケアマネジャーや介護サービス事業所、医療機関などの関
係者また民生委員児童委員などの地域の関係者などから
のさまざまな相談の中から、高齢者の権利侵害を見落とさ
ないよう、情報を共有し、早期発見に努めます。また、虐待
事例については、速やかに栗東市に通報し、その現状から
深刻な事態に陥らないよう問題解決を図るとともに、栗東
市高齢者虐待対応マニュアルに基づき、栗東市が主催す
る会議等に出席します。

・相談、通報窓口である地域包括支援センターの周
知
・総合相談ケースの包括内情報共有による虐待の
発見
・高齢者虐待対応支援ネットの活用
・認知症専門研修受講により虐待へのリスク管理と
支援の理解

・虐待定例会議や権利擁
護拡大会議などの会議参
加：29回
・虐待対応件数：17件

・虐待に関しては、通報から市担当
課への報告、協議を経て、速やか
に対応できた。ケースによっては、
継続したフォローが必要であり、ケ
アマネージャー支援も含めて、個々
に合わせた支援を心がけていきま
す。

高齢者虐待防止
の啓発

担当地域において民生委員児童委員等、関係者に対
し相談窓口の周知のための啓発活動を行います。ま
た、高齢者虐待防止のための啓発を栗東市と連携して
行います。

・高齢者虐待の市民への啓発
・訪問サービス事業所、通所サービス事業所への高
齢者虐待予防の啓発

・民協定例会での周知
・介護サービス事業所虐待
研修：9か所
・ケアマネジャー連絡会に
て虐待研修

・圏域内全ての事業所までには
至っていないので、今後も未研修
の事業所に働きかけを継続してい
きます。

権利擁護に係る
制度の周知と利
用支援

認知症の人や独居高齢者、高齢者のみの世帯の増加
など、自分では権利を守ることの困難な高齢者が、成
年後見制度やにて日常生活自立支援事業などを積極
的に活用できるよう支援します。

・成年後見制度利用支援事業の市民・介護関係者
への周知・啓発
・栗東市社協との連携により、日常生活自立支援事
業の利用支援

・成年後見人制度市長申し
立て件数：2件

・日常生活自立支援事業
利用件数：3件

身寄りがなく、生活困窮者への対
応には、他の制度につなげたり、生
活の場の提供やサービス調整な
ど、一人一人に時間がかかりまし
た。速やかな対応も必要となるた
め、包括内で協議を行い、支援計
画に基づいた支援を行っていきま
す。

消費者被害の防
止

関係機関との連携のもと、消費者被害情報の把握を行
い、情報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよう
支援するとともに、被害の回復のための関係機関を紹
介します。

・地域住民へ消費者被害対応の啓発
・消費者被害情報の把握と啓発
・被害者への相談と消費者センターとの連携

・地域での啓発：コミセン祭
り2回（10月・11月）

直接の消費者被害の相談はなく、
すでに家族等が対応されていまし
た。消費者被害が拡大しないよう
に、相談機関と連携を図りながら周
知を行っていきます。

ケアマネジャーに
対する支援

ケアマネジャーの日常業務の実施に関して、専門的な
見地からの個別指導や相談への対応を行います。ま
た、ケアマネジャーが受け持っている支援困難事例に
ついて、ケアマネジャーが問題解決に対処できるよう、
３職種による多面的な後方支援を行います。

・サービス担当者会議、カンファレンスの参加
・処遇困難事例への相談・助言、同行訪問

・サービス担当者会議参
加：随時
・困難事例相談、同行訪問
等：随時

困難事例の相談件数については、
少なくケースのフォローも十分では
なかった。ケアマネージャーから信
頼されるように日頃からの関りの中
で、包括から声かけを行い、気軽
に相談できる雰囲気とフォローアッ
プに努めていきます。

ケアマネジャー同
士のネットワーク
づくり

ケアマネジャー同士のつながりを構築することで、ケア
マネジャーがやりがいを感じて仕事を続けていくことが
できるよう、ケアマネジャー連絡会の企画などに協力を
します。

・ケアマネジャー同士の課題、情報共有によりつな
がりを構築する
・多職種連携会議や自立支援研究会の企画、参加

多職種連携会議・自立支
援研究会参加：延16人

市と協力して、会議や研修会の企
画など必要に応じて協力していき
ます。

ケアマネジャーの
実践力向上支援

地域のケアマネジャーからの相談内容や利用者および
家族などからの苦情等から、地域のケアマネジャーの
どのような実践力を高める必要があるのかについて把
握し、実践力向上のための研修会等の企画などに協
力します。

・ケアマネジメント資質向上のための研修企画の参
加
・ケアマネジャー連絡会の企画、参加
・ケアマネジャー連絡会代表者会議への参加

・ケアマネ連絡会や代表者
会議儀への参加：延　11人

会議や研修会の開催だけでなく、
ケアマネジャー個々が抱えている
マネジマントンの課題うぃ把握し、
課題解決に向けた実践的な助言が
行えるよう努めます。
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基本運営方針 地域で安心して生活できるよう「安心を支える福祉を推進するまち」の実現に向けて、地域包括ケアシステムの構築を目指します。高齢者が身近な地域の中で、安心して暮
らし続けるためには、その時々に応じたさまざまな支援が必要です。地域包括支援センターの3職種がそれぞれの専門性を発揮し、地域で活躍する医療・介護・福祉の専門
職、地域関係者と関係づくりを進め、相互に連携・協働しながら、チームアプローチにより高齢者を包括的に支えていきます。

重点目標 ①地域ケア会議を通じた地域づくり
②認知症の人やその家族への支援
③高齢者の権利擁護の推進
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介護予防支援・介
護予防ケアマネジ
メント業務

対象者がどのような生活をしたいかという具体的な日
常生活上の目標を明確にし、対象者の意欲を引き出
し、自主的に取組みを行えるように支援します。また、
ケアマネジメント実施については、積極的に地域の
様々な社会資源を活用し、対象者が地域において、い
きがいや役割を持ち、活動性が高められるよう努めま
す。なお、居宅介護支援事業所に委託している要支援
認定者等のケアマネジメントについては、ケアマネ
ジャーからの報告・相談を受けながら、ケアマネジャー
の作成したプランを元にサービス担当者会議等で自立
支援を促すプランの共有を行っていきます。

・介護予防・生活支援サービス利用者に対して、本
人の意思を基本とした自立支援サービスの提供
・委託ケアマネジャー作成のケアプランについて、
サービス担当者会議での助言・指導

・直営プラン作成
延：318件
・委託プランのサービス担
当者会議の参加：26件

直営プランについては、自立支援
サービスを提供できるように能力向
上を図っていきます。委託プランに
ついては、適切な助言、支援を行っ
ていきます。

認知症の正しい
理解に関する普
及啓発

地域住民や関係機関等が認知症の人やその家族を地
域の中で支え、関係機関との見守る体制を構築するた
めに、認知症に対する正しい知識の普及を行います。
また、認知症キャラバン・メイトと連携・協力し、認知症
サポーター養成講座を活用した取組みを行っていきま
す。

・老人会・民生委員やサロン利用者への啓発
・認知症サポーター養成講座の啓発と調整
・認知症フォーラムの開催協力

・認知症の啓発：7回
・認知症サポーター養成講
座開催：4回

生活の場での啓発が必要であり、
そのためには商店やスーパー、金
融機関等への啓発ができていな
かったので、今後は企業への啓発
も行っていく。

認知症の人やそ
の家族への支援

認知症の進行状況にあわせ、適切なサービスが提供さ
れるよう栗東市の作成する認知症ケアパスを周知しま
す。また、地域包括支援センターの相談窓口の周知を
行い、相談に対しては３職種が協力して必要な支援を
行います。
認知症の人やその家族が抱える多様な問題を解決す
るために、医療機関等の関係機関との連携・協力体制
構築のための取り組みを行います。
地域密着型事業所等と協働し、認知症の人やその家
族が気軽に立ち寄り・相談できる場所づくり（認知症カ
フェなど）の支援を行います。

・認知症ケアパスの実施及び活用
・認知症地域支援推進員による安心できる地域づく
りの取り組み
・地域ケア会議において、関係職種による課題共有
と支援の検討

・地域や小学校への認サ
ポの実施：4回
・老人会やサロンでの認知
症の啓発：7回

認知症の方への支援を含めての
地域ケア会議を開催しましたが、そ
こで終わっているので、もう一歩地
域への働きかけが必要です。今後
は認知症地域支援推進員と生活
支援コーディネーターとの協働によ
り、積極的に地域へ働きかけてい
きます。

認知症初期集中
支援チーム員活
動

認知症の人やその家族が抱える多様な問題を解決す
るため、市が設置する認知症初期集中支援チームの
チーム員として活動します。かかりつけ医や関係機関と
のネットワークの構築のための取組みを栗東市と連携
して行います。

・「認知症初期集中支援チーム」メンバーとしての活
動

チーム員会議参加：延べ
16人

認知症の相談については、昨年度
は2ケースであったが、今年度は相
談ケースがすでに診断されていた
こともあって、初期集中支援の対象
となりませんでした。途中からケア
マネジャーの持つケースも対象と
なってきたので、積極的にケアマネ
ジャーに声掛けて多様な問題を抱
えているケースの支援を行ってい
きます。

市民への啓発

大切な人や自分の最期を考え「生き方を見つめる」集
い～生き方カフェ～等を通じて、在宅医療・介護サービ
ス等の啓発を行います。

・生き方カフェの企画、実施 生き方カフェ企画、参加回
数：12回（延べ）

生き方カフェの企画開催を通して、
地域づくりの一端として意識向上を
図る良い機会であることを実感した
ので、今後も継続した企画実施を
考えていきます。

関係機関との連
携

栗東市の主催する多職種による情報交換会や研修会
に参加し、高齢者が人生の最期まで住み慣れた地域で
暮らし続けるための医療・介護連携における課題解決
のための連携に努めます。

・地域包括ケアを見据えた多職種連携のための会
議参加

・多職種連携会議及び研
修会参加：9回

顔の見える関係づくりから、速やか
に連携し協働していく関係づくりに
発展させていきます。

個別地域ケア会
議の開催

個別事例の検討を通して、高齢者が住み慣れた地域
で尊厳あるその人らしい生活が継続できるよう、専門職
や地域の支援者が協力して個別課題解決に向けた協
議をする場として個別地域ケア会議を開催します。

・介護保険や既存の地域資源では解決できない在
宅高齢者に対し、個別地域ケア会議の開催支援

・個別地域ケア会議：6回 個別地域ケア会議を開催していま
すが、個々の状況が異なるため、
統合し分析して課題を抽出するま
でには至らず、今後は統合し課題
を抽出できるよう分析していき、推
進会議へ提言していきます。

日常生活圏域や
より身近な圏域で
の地域ケア会議
の開催

日常生活圏域やより身近な圏域において、専門職及び
地域の支援者を集め、専門職と地域の支援者とのネッ
トワーク構築を主とした地域ケア会議を開催します。

・小学校区ごとにネットワーク構築を図るため圏域
地域ケア会議の実施

・小学校区ごとの地域ケア
会議の開催：2回

顔の見える関係づくりとして今後も
継続していきます。

地域包括支援セ
ンター運営協議会
への報告

個別地域ケア会議、日常生活圏域等での地域ケア会
議を通じて把握された地域課題について地域包括支援
センター運営協議会にて報告を行います。

・各地域ケア会議で明らかになった課題の報告
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